
 

 

 

 

 

第７次宮城県地域医療計画の中間見直し（中間案）に対する県民の意見提出

手続（パブリックコメント）及び関係団体からの意見聴取の結果について  

 

 

１  趣旨                                   

医療計画作成指針第１に基づき，県民から中間案に対する御意見を募集

し，医療法第 30 条の４第 17 項の規定に基づき，市町村，救急業務を処理す

る一部事務組合及び広域連合並びに保険者協議会等の関係団体から意見聴

取を実施した。  

 

２  パブリックコメント                                 

(1) 実施時期  

   令和４年６月１５日（水）から令和４年７月６日（水）まで  

(2) 提出された意見  

    提出意見数：１５件（個人：５名，団体：１団体）  

(3) 意見の内容  

   別紙【資料２】のとおり  

 

３  関係団体からの意見聴取                        

(1) 実施時期  

   令和４年６月１０日（金）から令和４年７月６日（水）まで  

(2) 提出された意見  

    提出意見数：４２件（１１団体）  

(3) 意見の内容  

   別紙【資料３】のとおり  

 

４  意見の公表                              

いただいた意見については，県の考え方を記載し，令和４年７月２２日開

催（書面開催）の宮城県医療審議会医療計画部会に提示して意見を伺った上

で，令和４年８月中旬頃に最終案とあわせて医療政策課のホームページ等で

公表する予定。  

 

５  書面開催による御審議                          

別紙回答様式に御意見を記載の上，医療政策課宛て，７月２８日（木曜日）

（必着）までの御提出に御協力ください。  

 

６  今後のスケジュール                          

  ７月下旬  医療計画部会委員からいただいた意見のとりまとめ  

  ８月上旬  御意見の反映，医療審議会による答申  

  ９月上旬  施行，公示予定  

資料１  


